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１、事業施策ごとの達成状況

基本目標１．男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

○取り組みの目標指標（プランⅥで掲げる目標数値）

計画策定時実績 R2 R3

27.3%
（平成30年度市民意識調査）

※ ※

６７５人
（H31.3.31）

新型コロナウイルス感染
症の影響で未実施

２７人
（R4.3.31）

〇施策ごとの達成状況

Ａ Ｂ

1

4 2

3

1 2

1

5

15 4

基本目標２．あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会づくり【岡谷市女性活躍推進計画】

○取り組みの目標指標（プランⅥで掲げる目標数値）

計画策定時実績 R2 R3

32.7%
（H31.3.31）

32.9%
(R3.4.1)

33.3%
(R4.4.1)

19.0%
（平成30年度市民意識調査）

※ ※

27.6%
（平成30年度市民意識調査）

※ ※

27.1%
（平成30年度市民意識調査）

※ ※

〇施策ごとの達成状況

Ａ Ｂ

1

1

3 1

5

7

5 3

6 1

2 2

28 9

基本目標３．安全で安心して暮らせる環境づくり

○取り組みの目標指標（プランⅥで掲げる目標数値）

計画策定時実績 R2 R3

5.0%
（平成30年度市民意識調査）

※ ※

３人
（H31.3.31）

３人
（R3.3.31)

４人
（R4.3.31)

〇施策ごとの達成状況

Ａ Ｂ

10

2 2

3 1

4 1

4

2 1

3 1

7 1

3 1

2 1

40 849 1

※

③高齢者・障がい者の社会参画支援 8

④各種相談体制の充実 4

3

②性の多様性の理解と尊重

女性の視点を反映した防災・減災力の向上 ①防災・減災活動における男女共同参画の推進 3

生涯を通じた健康支援
①ライフステージに応じた健康の包括的支援 5

②妊娠・出産・育児に関する支援の充実 4

安心して暮らせる環境整備

①ひとり親家庭の支援の充実

4

あらゆる暴力の予防及び根絶
【岡谷市DV防止基本計画】

①DV・ストーカーなどへの対策の推進 10

②各種ハラスメント防止に向けた啓発の推進 4

③若年層に対する予防啓発の推進 4

Ａ：事業計画、目標ともに取り組めた
Ｂ：事業計画どおり取り組めたが目標には達しなかった
Ｃ：取り組めなかった

施策 施策の内容 事業数
達成状況

Ｃ

DVについて誰にも相談できない人の割
合

※ 2.8%
（令和５年度市民意識調査）

0%
（令和５年度市民意識調査）

防災会議の女性委員数 ４人
（R5.3.31）

5人
（R6.3.31）

5人
（R7.3.31）

５人
（R6.3.31）

地域社会における男女共同参画の推進 ①地域活動における女性の参画促進 4

37 0

指標名 R4 R5 R6 目標値

働く場における男女共同参画の推進
①女性の創業・就労支援 5

②女性が活躍するための環境整備 7

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の
推進

①ワーク・ライフ・バランスのための意識改革 8

②ワーク・ライフ・バランスのための支援 7

意思決定過程への女性の参画

①女性へのエンパワーメント支援 1

②審議会などへの女性の積極的参画 1

③事業所における方針決定の場への女性の参画促進 4

Ａ：事業計画、目標ともに取り組めた
Ｂ：事業計画どおり取り組めたが目標には達しなかった
Ｃ：取り組めなかった

施策 施策の内容 事業数
達成状況

Ｃ

地域活動における男女の地位の平等
感について平等と思う人の割合

※ 26.3%
（令和５年度市民意識調査）

※ 35.0%
（令和５年度市民意識調査）

ワーク・ライフ・バランスの言葉の認知
度（内容まで知っている人の割合）

※ 41.1%
（令和５年度市民意識調査）

※ 35.0%
（令和５年度市民意識調査）

審議会等における女性委員の登用率 34.5％
（R5.3.31）

35.2％
（R6.3.31）

35.2％
（R7.3.31）

40.0%
（R6.3.31）

職場における男女の地位の平等感に
ついて平等と思う人の割合

※ 25.5%
（令和５年度市民意識調査）

※ 25.0%
（令和５年度市民意識調査）

19 0

指標名 R4 R5 R6 目標値

男女共同参画の教育・学習の推進
①男女共同参画の視点に立った教育の充実 3

②家庭・地域・職場における男女共同参画の学習機会の提供 3

国際的視点に立った男女共同参画の意識
づくり

①情報収集及び提供 1

②国際感覚の醸成 5

施策 施策の内容 事業数
達成状況

Ｃ

意識改革のための広報・啓発活動の推進
①男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進 1

②性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた意識啓発 6

地域で開催する「出張フォーラム」など
への参加者数

３２人
（R5.3.31）

１６３人
（R6.3.31）

２５人
（R7.3.31）

７００人
（R6.3.31）

Ａ：事業計画、目標ともに取り組めた
Ｂ：事業計画どおり取り組めたが目標には達しなかった
Ｃ：取り組めなかった

指標名 R4 R5 R6 目標値

家庭における男女の地位の平等感に
ついて平等と思う人の割合

※ 26.9%
（令和5年度市民意識調査）

※ 35.0%
（令和５年度市民意識調査）
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２．各課における事業内容

施策１-１　意識改革のための広報・啓発活動の推進

①男女共同参画に関する広報・啓発活動の推進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課
数値目標

（回数・延人数等）
達成状況 R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

1

男女共同参画に
関する広報・啓
発活動の推進

男女共同参画への関心と理
解を深めるため、広報・ホー
ムページ等による情報発信
や、イベントの開催を通じた啓
発活動を行う。

地域創生推進課

パネル等展示
　　２回

A

・男女共同参画への関心と理解を深めてもらうため、国・県を含む各事業などを広
報おかや、ホームページ、シルキーチャンネルを活用し広く周知した。
・ 男女共同参画週間、女性に対する暴力をなくす運動に合わせ、パネル展示等実
施した。
・出張フォーラムは、申込団体の希望に添える講師の派遣を行った。
　出張フォーラム実施　１団体、延べ25人参加

②性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた意識啓発

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況 R06実施内容
（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

市内公立小学校５
年生全員へ配布

B

  小学５年生にマンガ冊子「わたしらしくあなたらしく」を配布、学習に活用してもらっ
た。また、国や県事業を広報やホームーページで広く周知した。
　　・マンガ冊子配布数　　373冊
　　　　（全小学校５年生347人＋クラス数×2冊　26冊）

工業振興課

年間を通じて実施

A
　国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対策協議会を通じて企
業向けの情報提供やチラシ・パンフレット等を市内各所に設置し、周知・啓発を行っ
た。

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

農林水産課
年間を通じて実施

A
　オープンエアマーケットを４回開催し、各種事業の活動状況などの紹介等を行っ
た。

教育総務課

全小中学校

A
子どもたちへの男女共同参画を推進する啓発活動（マンガ冊子の配布、ポスターコ
ンクールの実施等）を通じて、保護者にも理解を深める機会とした。

生涯学習課

6回　延べ200人

5回　延べ500人 B

　幼児を持つ親のための子育て支援学級や高齢者向けのいちい学級などで人権
学習の機会を提供した。
　　・人権教育一般講座　7回　延べ 158人
　　・家庭教育学級　　　　5回　延べ 460人

国・県等が実施する施策や研修会や関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発してい
く。

事業所や各種団体等へ性別による個性的な役割分担意識
の解決に向けて、広報・啓発活動を推進する。

各校で計画される保護者向けの講演会や学習会等におい
て、男女共同参画に関わるメニューが取り入れられるよう紹
介するほか、県や市で実施するフォーラム等に参加いただけ
るようＰＲを行う。
子どもたちへの男女共同参画を推進する啓発活動（マンガ冊
子の配布、ポスターコンクールの実施等）を通じて、保護者に
も理解と関心を深めてもらう機会とする。

【人権教育一般講座】
生活や地域社会等での役割を通して自らを高めるため、講
座や教室の受講や、社会教育関係団体を対象にした研修に
て、人権学習の機会を設ける。
【家庭教育学級】
保育園、小学校の保護者や職員を対象に、人権感覚の育成
を図るため、それぞれに合わせた講師の選択により、人権学
習の機会を設ける。

【基本目標１】　男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

　市民一人ひとりの男女共同参画の視点に立った意識改革のため、性別による固定的な役割分担意識の解消をはじめ、男女共同参画について正しく理解するための広報・啓
発や教育・学習の推進を図り、さまざまな活動を通じて、男女共同参画社会の実現に向けた意識づくりを進めます。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

出張フォーラムを活用してもらい、男女共同参画への関心と理解を
深めてもらう。また、国や、県事業などを広報おかや、ホームページ
等で広く周知し、啓発活動を推進する。
　・男女共同参画週間（6月23日～29日）
　・女性に対する暴力をなくす運動（11月12日～25日）
　・国や県事業等

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

2

性別による固定
的な役割分担意
識の解消のため
の意識啓発

家庭・学校・職場・地域など
へ、学習機会の提供を行い、
男女共同参画の推進を阻害
する慣習や慣行の解消を図
る。

ジェンダー視点に基づいて、男女共同参画社会についての
学習の機会を幅広く提供する。
小学５年生にマンガ冊子「わたしらしくあなたらしく」を配布、
学習に役立ててもらう。
また、国や県事業などを広報やホームページ等で広く周知
し、固定的意識の解消のための啓発活動を推進する。

国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対
策協議会と連携しながら企業向けの情報提供やチラシ・パン
フレット等により周知・啓発していく。

A：事業計画、数値目標ともに取り組めた。

B：事業計画のとおり取り組めたが、数値目標には達しなかった。

C：取り組めなかった。
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施策１-２　男女共同参画の教育・学習の推進
①男女共同参画の視点に立った教育の充実

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

教育総務課
全小中学校

A
　各小中学校で人権教育の推進を図った。また、全教職員を対象とした各種研修
会を行った。

子ども課

継続実施

A

　園長会等などの機会に保育士への啓発を行っている。
 一人一人に適切な対応、個別懇談を実施し、必要に応じて育成支援コーディネー
ターの巡回、観察保育、OT（作業療法士）等による保育士指導をし、保護者支援を
行っている。

4

多様な選択を可
能にする教育の
推進

基本的人権の尊重や男女共
同参画の意義などに関する
授業に積極的に取り組むとと
もに、児童生徒が性別による
固定的な役割分担意識にとら
われないキャリア教育・進路
指導を実践する。

教育総務課

全小中学校

A 　各小中学校で互いを尊重しあえるよう、人権教育を推進した。

②家庭・地域・職場における男女共同参画の学習機会の提供

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

出張フォーラム
　　　　６団体

B

　地域や保護者会、各種団体等が主催する研修会にて、出張フォーラムを活用し
てもらい、男女共同参画への関心と理解を深めてもらった。
　　・出張フォーラム実施　１団体　２５人
　ポスターコンクール作品展など学校や労務対策協議会等へも周知し、啓発活動し
た。

生涯学習課

1回　延べ100人

A
　市民の生涯学習活動推進のため、講師を派遣し、学習の機会を提供した。
　　・派遣件数44回　参加者延べ1,191名
　　　　（うち男女共同参画のメニュー利用：0講座）

6

男女共同参画に
関する資料・情
報などの収集と
活用

市民・団体に対し、男女共同
参画・男女平等などの推進の
ため、情報提供などを行う。 地域創生推進課

随時情報提供

B
　国・県等が主催する会議やセミナー、イベント等の資料や情報を、広報や新聞、
窓口設置や各団体を通じて周知した。

施策１-３　国際的視点に立った男女共同参画の意識づくり

①情報収集及び提供

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

7

国際的な情報の
提供

男女共同参画に関する国際
連合の動きや先進国の状況
などを収集し、広報やホーム
ページなどで情報を提供す
る。

地域創生推進課

年４回以上

A
　国際的な流れや動きなどの情報収集に努め、広報や国際交流協会のホーム
ページなどで情報提供を行った。

国、県等が主催する会議やセミナー、イベント等の資料や情
報を、広報等を通じて広く周知する。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

（公団）おかや文化振興事業団国際交流センターと連携し、
国際的な流れや動きなどの情報収集に努め、広報やホーム
ページなどで情報提供を行う。

学校現場においては、子どもたちの個性や多様性を尊重し、
男女の不合理な区別がないよう配慮する。また、子どもたち
が性別により固定的な役割分担意識にとらわれず、主体的
に進路を選択できるよう、男女共同参画の視点を踏まえた
キャリア教育や進路指導を実施する。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

5

事業所などが主
催する講座、研
修会などの男女
共同参画推進活
動の支援

事業所・学校・団体などが主
催する講座・研修会に講師
（アドバイザーなど）を派遣す
るなど、学習活動を支援す
る。

保護者会やPTA役員、事業所などが主催する講座や研修会
などを開催する際、積極的に出張フォーラムを活用してもら
い、男女共同参画への関心と理解を深めてもらう。

【岡谷市職員出前講座】（市民とあゆむまちづくり講座）
市民の生涯学習活動を推進するため、職員が地域へ講師と
して出向き、行政の仕組みや各課の業務内容等について説
明する。
　・メニュー：8部門87講座
　　　　（うち男女共同参画のメニュー：1講座）

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

3

教職員・保育士
に対する意識啓
発

男女共同参画・男女平等の視
点に立った学習機会を提供し
意識啓発を図る。

各小中学校で実施する人権教育を推進し、市で実施する各
種事業への参加協力を行っていきます。

園長会等あらゆる機会を通じ、保育士に対する啓発を行う。



②国際感覚の醸成

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

講習会、学習会
　　年２回

A

　国際交流センターと連携し、多文化への理解と認識を深められるよう、広報や国
際交流センターのホームページで情報提供をするとともに、国際理解を推進するた
め、講座等を行った。
　保育園、学校で外国人とのふれあい、さまざまな体験ができる機会の提供を行っ
た。
　　・国際理解講座等　２回開催　54名参加

子ども課

１０園年２回実施

A

　小学校における外国語活動が、5年生から3年生へ引き下げられるなど外国語活
動への関心が高まっていることから、(公財)おかや文化振興事業団国際交流セン
ターの国際交流員により、楽しみながら自然に英語や外国文化に触れる機会を創
出した。

教育総務課

通年

A

　英語力の強化と国際理解の基礎を培うため、小中学校で７名のＡＬＴ（外国語指
導助手）を配置した。小学校にもＡＬＴを派遣し、国際理解教育（1、2年生）、外国語
活動（3、4年生）及び教科としての英語（5、6年生）を実施した。
　国際交流センターと連携して外国籍児童生徒通訳派遣事業を実施し、外国籍の
児童生徒が円滑な学校教育を送ることができるよう努めた。

生涯学習課

1回　15人

A

　「季節の教養講座」において、「初心者向けハワイアンフラ講座」を実施し、講師か
らフラに関連するハワイの文化やアロハの心についてもお話しいただいたことによ
り、多様な文化への理解を深める場を提供した。
　　・受講人数　15人　延べ38人

9

在住・滞在外国
人に対する人権
の配慮

在住・滞在外国人の不安や悩
みを解消するため、人権に配
慮しながら、暮らしに関する情
報を提供するとともに各種相
談に適切に対応する。

地域創生推進課

年４回以上

A
　国際交流センターと連携し、在住・滞在外国人の人権に配慮しながら、ホーム
ページやフェイスブックを通じて暮らしに関する情報提供を行った。

施策２-１　意思決定過程への女性の参画

①女性へのエンパワーメント支援

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

10

女性のエンパ
ワーメント支援

政策・方針決定の場への女性
の参画を推進するため、性別
による固定的な役割分担意
識の解消、女性の意識改革
及び能力向上セミナー、講座
などを開催する。

地域創生推進課

出張フォーラム
　　　　　　　６団体

B
　出張フォーラムのなかで、プランⅥ概要版を配布、計画の説明をしながら、女性
の活躍推進についてふれ、女性の参画推進を図るための働きかけを行った。

【季節の教養講座】
幅広い年齢層に、時宜に応じた講座への参加を促す「季節
の教養講座」において、国際理解等の多文化交流に関する
内容を取り入れ、多彩な文化交流をするとともに、さまざまな
文化への理解を深めることを推進する。

（公団）おかや文化振興事業団国際交流センターと連携し、
在住・滞在外国人の人権に配慮しながら、暮らしに関する情
報提供をするとともに、各種相談に適切に対応する。

【基本目標２】　あらゆる分野において男女がともに活躍できる社会づくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【岡谷市女性活躍推進計画】

　男女の働き方改革やワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進に向けた環境づくりを支援するとともに、誰もが多様性に富んだ活力ある社会を持続するた
め、あらゆる分野において、性別にとらわれることなく、男女がともにその個性と能力を発揮し、活躍できる社会づくりをめざします。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

政策・方針決定の場へ女性の参画を推進するため、性別に
よる固定的な役割分担意識の解消、女性の意識改革のため
の能力向上セミナーや講座について、県等で行う講座を広く
周知するとともに、出張フォーラムを活用して開催する。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

8

多文化理解と交
流の推進

保育園、学校、地域などで市
民と外国人とのふれあいやさ
まざまな文化を体験する機会
を提供し、多文化への理解と
認識を深めることを推進す
る。

また、国や県、国際交流団体
などが実施する交流に対し協
力・支援を行う。

（公団）おかや文化振興事業団国際交流センターと連携し、
男女共同参画の視点も含めた国際理解・交流の推進事業を
実施する。

外国籍児童とも分け隔てない子育てを実施するほか、国際交流セ
ンターと連携し、「世界にタッチ英語に触れよう」事業を展開する。

英語力の強化と国際理解の基礎を培うため、小中学校で7名
のＡＬＴ（外国語指導助手）を配置する。小学校にもＡＬＴを派
遣し、国際理解教育（1、2年生）、外国語活動（3、4年生）及び
教科としての英語（5、6年生）を実施する。
国際交流センターと連携して外国籍児童生徒通訳派遣事業
を実施し、外国籍の児童生徒が円滑な学校教育を送ること
ができるよう努める。

4ページ
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②審議会などへの女性の積極的参画

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

11

審議会などへの
女性の積極的参
画の推進

「岡谷市審議会等設置及び運
営に関する指針」において、
女性を積極的に委員に登用
することを規定しており、今後
も政策・方針決定の場への女
性の積極的な参画を促進す
る。

全課
（地域創生推進
課）

継続実施
目標　４０％

B
　男女共同参画推進協議会の幹事会、専門部会の中で、現在の状況を示し、女性
委員の登用について指針に基づく改選について依頼した。
　　・R7.3.31現在　35.2％

③事業所における方針決定の場への女性の参画推進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

出張フォーラム
　　　　　　　６団体

B
　出張フォーラムについて、工業振興課経由で各企業へも周知したが、企業からの
申し込みはなかった。
　　・出張フォーラム　１団体　２５人（企業　０団体）

工業振興課

年間を通じて実施

A
　国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対策協議会を通じて企
業向けの情報提供やチラシ・パンフレット等を市内各所に設置し、周知・啓発を行っ
た。

商業観光課

年間を通じて実施

A 岡谷ＴＭＯ商業活性化事業補助金により支援し、セミナーを１回開催した。

農林水産課

年間を通じて実施

A
　関係団体等との会議のほか、各種イベント等の機会に合わせて、適宜、周知・情
報提供を行った。

施策２-２　働く場における男女共同参画の推進

①女性の創業・就労支援

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

工業振興課

セミナー・就職説明会
4回
相談窓口　通年
創業スクール
６回 A

・女性の再就職支援セミナー6月21日参加者4名、2月3日　参加者8名
・女性限定就職説明会　6月27日：参加者14名　参加企業12社
　　　　　　　　　　　　　　    2月13日：参加者19名　参加企業15社
・ミニジョブカフェ相談実績　27件
・女性就業相談実績　2件
・創業スクール　6日間開催

商業観光課

年間を通じて実施

A

　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。。
　また、本年度からスタートした「第２次岡谷市商業活性化計画」を踏まえ、商業関
連施策のパンフレットである「商業のしおり」を発行した

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

13

女性の就労・
キャリアアップ支
援及び再就職支
援

女性の就労やキャリアアップ
支援、また、再就職支援セミ
ナーや創業支援セミナーなど
周知・情報提供を行うほか、
ジョブカフェやハローワークな
どとの連携により相談窓口の
充実を図り、就労支援を行う。

女性の再就職支援セミナー及び女性限定就職説明会の開催によ
り、女性の就業促進を図る。
ミニジョブカフェ及び女性就業相談窓口の設置により、女性の就業
にかかるさまざまな悩み等について決め細やかな対応により就業
促進を図る。
創業時に必要な手続きや事業計画の作り方だけでなく、マーケティ
ングをはじめとする基礎知識を習得できるスクールを商工会議所と
共催にて開催する。

国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷商工会
議所と連携しながら企業向けの情報提供やチラシ・パンフ
レット等を市内各所に設置し周知・啓発していく。併せて、起
業や経営を考えている方向けに商業のしおりを発行する。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

庁内回覧等により「岡谷市審議会等設置及び運営に関する
指針」を周知する。また、委員の改選時期を捉えて公募制、
女性委員登用を依頼していく。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

12

事業所のポジ
ティブアクション
（男女格差の積
極的是正措置）
の取り組み推進

男女格差の是正のため、事
業所に対し、セミナーの開催
や事業所における学習会など
への専門家の派遣などを行
う。

出張フォーラムを事業所等へもPRを実施し、積極的に活用し
てもらい、男女共同参画への関心と理解を深めてもらう。

国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対
策協議会と連携しながら企業向けの情報提供やチラシ・パン
フレット等により周知・啓発していく。

岡谷TMOと連携し、セミナー等を自主的に開催する商業会等
を積極的に支援する。

事業所や各種団体等へ女性の積極的参画、女性の職域拡
大推進のための周知・情報提供を行う。



工業振興課

補助金活用
　　　１件以上

A ・創業のまち岡谷実現事業補助金実績　4件（女性）

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商業等振興補助金を活用した新規創業が５件あり、内女性1人(サービス業）で
あった。

農林水産課

年間を通じて実施

A
　農家組合等のチラシ回覧を随時実施した。
「おかやシルクスイートの日」に、レシピなどの普及啓発活動を行った。

②女性が活躍するための環境整備

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

パネル等展示
　１回以上

A

 男女共同参画週間等パネル展示の機会に「社員の子育て応援宣言」企業の周
知・啓発を行った。
　出張フォーラムについて、工業振興課経由で各企業へも周知したが、企業からの
申し込みはなかった。
　　・出張フォーラム　１団体　２５人（企業　０団体）

工業振興課

参加市内企業
８企業
成果指標達成企業
数　８企業 A

　国、県の働きやすい職場環境整備に関する制度について、岡谷労務対策協議会
と連携しながら企業向けの周知を行った。

家族にもやさしい職場づくりでＵＩＪターン強化事業
・家族にもやさしい職場づくり支援　参加企業　７社、成果指標達成企業７社
・家族にもやさしい職場づくりで人材確保セミナー４月１２日参加者１２名

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

工業振興課

年間を通じて実施

A
　国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対策協議会を通じて企
業向けの情報提供やチラシ・パンフレット等を市内各所に設置し、周知・啓発を行っ
た。

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

工業振興課

年間を通じて実施

A
　国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対策協議会を通じて企
業向けの情報提供やチラシ・パンフレット等を市内各所に設置し、周知・啓発を行っ
た。

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

16

｢育児・介護休業
法」などの周知・
啓発

「育児・介護休業法」や「男女
雇用機会均等法」に基づき、
介護休業・育児休業を取得で
きる制度が事業主へ義務付
けられることなど、仕事と家庭
の両立支援に関することを広
く周知・啓発する。

国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対
策協議会と連携しながら企業向けの情報提供やチラシ・パン
フレット等により周知・啓発していく。

国・県等が実施する施策や研修会や関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発を実施
する。

17

非正規労働者の
処遇改善のため
の情報提供

長野県労働局など関係機関
と連携し、パートタイム労働
者、派遣労働者の就労環境
改善のための情報を事業所
に提供し、周知・啓発に努め
る。

働き方改革推進支援センターと連携し、働き方改革における
同一労働同一賃金への取り組みとして、不合理な待遇差の
解消に向けて周知・啓発を行う。

国・県等が実施する施策や研修会や関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発を実施
する。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

15

働きやすい労働
環境改善に取り
組む事業所の支
援や、取り組み
に対する認定・
表彰の推奨

働く人がいきいきと安心して
働き続けることができる労働
環境の整備に取り組む企業
などを支援する。
また、企業の取り組みに対す
る認定・表彰など（県が取り組
む「社員の子育て応援宣言企
業」、「職場いきいきアドバン
スカンパニー認証企業」など）
を推奨し、周知・啓発を行い、
市内企業の働きやすい環境
整備を促進し、女性の就業機
会の創出に努める。

出張フォーラムや出前講座などあらゆる機会を利用し、プラ
ンⅥ概要版による計画説明など女性が活躍するための環境
整備を推進する意識啓発を図る。
また、企業の取り組みに対する認定・表彰（「くるみん認定・プ
ラチナくるみん認定」制度や、県の「社員の子育て応援宣
言｣、仕事と家庭の両立ができる職場環境の改善や従業員
がいきいきと働き続けられるような多様な働き方等の実践的
な取り組みを行っている「職場いきいきアドバンスカンパ
ニー」登録制度）を推奨し、周知・啓発を行う。

「家族にもやさしい職場づくりでUIJターン強化事業」
市内企業の働く人とその家族にもやさしい職場づくりを支援
し、設定した目標達成を目指しコンサルティング企業とともに
伴走支援を行う。
国が実施する「くるみん」や県が実施する「社員の子育て応
援宣言」や「職場いきいきアドバンスカンパニー」制度の周知
により、女性が働きやすい環境づくりの推進を図る。

国・県等が実施する施策や研修会や関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発してい
く。

14

女性のチャレン
ジ活動への支援

県や商工会議所、農業協同
組合などと連携して、女性の
視点やアイディアを活かした、
女性のチャレンジ活動（夢や
希望の具現化）や創業を支援
する。

「創業のまち岡谷実現事業補助金」の活用により女性の起業
支援を行う。

事業所や各種団体等へ女性の積極的参画、女性の職域拡
大推進のための情報の周知や提供を行う。

農家組合等でチラシを回覧し、家族経営協定の周知を図る。
「おかやシルクスイートの日」等で、普及啓発活動を推進す
る。

6ページ
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施策２-３　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

①ワーク・ライフ・バランスのための意識改革

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

出張フォーラム
　　　６団体

B

　地域や保護者会、各種団体等が主催する研修会にて、出張フォーラムを活用し
てもらい、男女共同参画への関心と理解を深めてもらった。また、実施した出張
フォーラムの中で、プランⅥ概要版を配布、計画を説明をしながら、ワークライフバ
ランスの重要性をに触れるなど、意識啓発を図った。
　　・出張フォーラム　１団体　25人

工業振興課

○年間利用者数
　18,390人
○会員数
　5,050人 B

・勤労青少年ホーム利用者数　１３，５５４ 人
・諏訪湖勤労者福祉サービスセンター会員数　４，８５０人

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

地域創生推進課

出張フォーラム
　　　６団体

B

　出張フォーラムのなかで、プランⅥ概要版を配布、計画の説明をしながら、性別
による固定的な役割分担意識の解消、家事育児への参加についてふれ、啓発を
図った。
　　・出張フォーラム　１団体　25人

介護福祉課

サービス事業者等
連絡会：年３回

A
「ケアマネジメント研究部会」とのタイアップにより、多岐にわたる介護に関わる情報
提供に努めた。

子ども課

年２回開催

各園１回以上実施
A

こどものくにで父親の育児参加を促進する「読み聞かせ」講座を実施した。（年2回）
　「家庭教育学級」は、全園で保育参観の後半に時間を設け実施できた。
年間を通して、父親向けリーフレットを子ども課窓口で配布した。

健康推進課

年12回
1回目：体験型年8
回
2回目：準備編年4
回

A

　妊婦・夫や家族を対象として、妊娠中の健康管理、父親・母親の役割、沐浴等の
体験型の健康教育を1回目と2回目の内容に分け実施した。（1回目は1.5カ月ごと、
2回目は3カ月ごと開催）
 
　　・参加延人数　196人（1回目：109人、2回目：87人）

生涯学習課

年１回

A
　育児・介護等の講座を実施し、男女共同参画意識の啓発を図った。

19

男性の家事・育
児・介護などへ
の参画促進

性別による固定的な役割分
担意識を解消し、男性の家庭
生活への参画・自立を促進す
るため、家事・育児・介護など
家庭生活で役立つセミナーや
イベントを開催するなど、学習
機会を提供する。

出張フォーラムや出前講座などあらゆる機会を利用し、プラ
ンⅥ概要版による計画説明のなかで、性別による固定的な
役割分担意識の解消、家事・育児・介護等役立つセミナー等
を開催し、男女共同参画意識の啓発を図る。

サービス事業者等連絡会、ケアマネジメント研究部会等にお
いて、情報提供等を行う。
　・サービス事業者等連絡会
　・ケアマネジメント研究部会、代表者会

こどものくにで、父親の育児参加を促進する講座を開催する
など、男性の意識啓発を行う。また、子ども課窓口にて父親
向けのリーフレットを配布するなど、父親の育児参加などの
啓発を行う。
保育園保護者会主催の家庭教育学級において、男性の育児
参加を含めた子育てについての講話や父母がともに参加で
きる講座を開催し、男女共同参画を推進する。

【パパママ教室】
心身の健康を保ち、健全な子どもを産み育てていくための妊
娠・出産・育児に必要な知識・技術の習得を図る。
父親として育児に参加し、家族ぐるみで子育てが行えるよう
働きかける。

出前講座や主催講座のなかで、性別による固定的な役割分
担意識の解消、家事・育児・介護等役立つ講座や講演会等
を開催し、男女共同参画意識の啓発を図る。

R06度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

18

市民・事業所へ
の周知・啓発活
動の推進

ワーク・ライフ・バランスの普
及に向けて、市民・事業所に
対する情報提供、セミナーや
イベントの開催を通じた学習
機会の提供を行い周知・啓発
を図る。

出張フォーラムや出前講座などあらゆる機会を利用し、プラ
ンⅥ概要版による計画説明のなかで、ワーク・ライフ・バラン
スの普及を推進する意識啓発を図る。
また、県等で実施するセミナーを広く周知する。

・仕事終わりの余暇活動の拠点である勤労青少年ホームの
利用を促進し、世代間や異業種間によるサークルや団体の
活動を支援する。
・勤労者福祉の増進を推進する（一財）諏訪湖勤労者福祉
サービスセンターへの加入促進を図る。

国・県等が実施する施策や研修会や関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発してい
く。



②ワーク・ライフ・バランスのための支援

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

子ども課

子育て情報
　　年１２回配信

A

　全公立保育園で長時間保育を実施しているほか、ニーズに合わせた、多様な保
育サービス（長時間保育、一時・休日保育、未満児保育、病児・病後児保育）の提
供を実施した。
　子育て支援アプリを使い、子育て等の情報提供に努めた。

教育総務課

全小中学校

A
　各学童クラブで安全に受け入れを行うため、職員を適正配置した。各クラブに在
籍する要支援児童・生徒については、必要に応じて職員を加配して対応した。

社会福祉課

就労移行件数
　　　　　　12人

B

・生活困窮相談件数　１６０件
　　うち、自立支援相談件数　１１４件
　　うち、支援計画作成件数　　３６件
　　うち、一般就労移行件数　　１０件

介護福祉課

１事業所あたり年５
回程度開催

A

　家庭介護者支援事業では、概ね計画通りの１事業所あたり４回から６回の開催と
なった。
　介護者のリラックスを図る講座等を実施した。また専門職の個別相談や介護者同
士の交流会も開催した。

工業振興課

年間を通じて実施

A
　国・県等が実施する施策や研修会等について、岡谷労務対策協議会を通じて企
業向けの情報提供やチラシ・パンフレット等を市内各所に設置し、周知・啓発を行っ
た。

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

農林水産課

年間を通じて実施

A 　オープンエアマーケットを４回開催し周知・情報提供を行った。

施策２-４　地域社会における男女共同参画の推進

①地域活動における女性の参画促進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

女性区議会議員
　　　目標　20％

B
　出張フォーラムのなかで、プランⅥ概要版を配布、計画の説明をしながら、女性
の活躍推進についてふれ、女性の参画推進を図るための働きかけを行った。
 　　・女性区会議員　R7．4.1現在　　　14.2％（R6.4.1　12.7％）

秘書広報課

7回
（区長会）

A
各区の状況等の意見交換などを行い、女性役員の登用や働きかけを行った。
　　・区長会7回開催
　　・21区役員数70名、うち女性役員13名

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

23

地域活動におけ
る方針決定の場
への女性の参画
推進

地域における方針決定の場
への、女性の参画促進を図る
ための働きかけを行う。

出張フォーラムや出前講座などあらゆる機会を利用し、プラ
ンⅥ概要版による計画説明の中で、地域活動における方針
決定の場への、女性の参画促進を図るための働きかけを行
う。

人口減少や少子高齢化、雇用期間の延長などの生活環境
等の変化により、区役員等の担い手不足が問題になってい
るため、年7回開催される区長会において意見交換を行い、
女性役員の登用などの働きかけを行う。

事業所や各種団体等へ仕事と家庭生活・地域活動との両立
について、周知・情報提供を行う。

21

仕事と介護の両
立支援の充実

介護に関する講座などの開
催や相談窓口などの充実を
図る。
また、出前講座、各種研修な
どで介護保険制度についてわ
かりやすい情報を提供する。

【福祉総合相談事業】
関係機関と連携を図りながら、福祉総合相談事業の中で対
応する。

家庭で介護する方などに対し、介護知識の普及啓発、介護
者相互の交流、介護に関する悩み等の相談に応じることによ
り、介護者支援の充実を図る。また、介護者の就労や介護と
仕事の両立、様々な悩みを個別に相談できる機会を提供す
る。
・家庭介護者支援事業（介護者教室・交流会）の開催
・個別相談会の開催

22

柔軟で多様な働
き方の支援

結婚・出産・子育てなどのライ
フイベントや生活環境の変化
に合わせた多様な働き方（短
時間勤務、フレックスタイムや
テレワークなど）の普及のた
め、支援策（国、県の事業を
含め）を事業所などへ周知、
情報提供を行う。

国・県等の制度や実施する施策について、岡谷労務対策協
議会と連携しながら企業向けの情報提供やチラシ・パンフ
レット等を市内各所に設置し、周知・啓発していく。

国・県等が実施する施策や研修会、関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発してい
く。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

20

仕事と子育ての
両立支援の充実

働き方の多様化に伴い、保育
サービスや学童クラブなどの
子育て支援サービスの充実を
図る。
また、子育て支援制度の周知
に取り組む。

【長時間保育、一時・休日保育、未満児保育、病児・病後児
保育】
全公立保育園で長時間保育を実施しているほか、引き続き
ニーズに合わせた、多様な保育サービスを提供する。
【子育て支援アプリ】
タイムリーな子育て等の情報提供に努める。多くの子育て世
帯にアプリを登録してもらい、子育てに関する情報を活用して
もらえるよう、周知に努める。

各学童クラブで安全に受け入れを行うため、職員を適正配置
する。各クラブに在籍する要支援児童・生徒については、必
要に応じて職員を加配して対応する。
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地域創生推進課

パネル等展示
　年２回

A

　男女共同参画週間に合わせ、パネル展示を行った。（男女共同参画の地域づく
り、女性が安心して活躍できる職場の確保、企業の紹介等）
　女性に対する暴力をなくす運動に合わせ、子どもたちが書いたポスターを展示
し、意識啓発に努めた。

秘書広報課

6回
（毎月発行している
広報おかやに、2ヵ
月に１回の割合で
啓発を行う）

B

広報おかやに、男女共同参画週間や男女共同参画市民のつどいの記事などを掲
載した。
　定例記者会見において、男女共同参画に関する内容を報道機関に周知した。
　　・広報掲載　5回

施策３-１　あらゆる暴力の予防及び根絶【岡谷市DV防止基本計画】

①DV・ストーカーなどへの対策の推進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

パネル等展示
　年１回

A

　女性に対する暴力をなくす運動にあわせ、パネル（デートDV）展示を行った。ま
た、旧庁舎をパープルライトアップし、啓発に努めた。
　あいとぴあのパープルリボンセミナーについて、カルチャーセンターにサテライト
会場を設置、オンライン配信で視聴できない方にも視聴してもらえるような体制とし
た。
　　・展示期間：11/17～11/30　　場所：　カルチャーセンターロビー
　　・旧庁舎パープルライトアップ
　　・あいとぴあ講座サテライト会場設置

社会福祉課

随時

A
　女性相談支援員によるＤＶ防止のためのネットワーク会議や研修会への参加し、
知識の普及啓発について学んだ。

介護福祉課

随時

A ・出前講座開催回数　１回

子ども課

各園月１回以上実
施

各園１回以上実施 A
　園だより等の発行を通じて、必要な情報発信を行うほか、保護者に対しては、園
長や保育士による日常的なコミュニケーションをとり、啓発を行っている。

教育総務課

小学4年生
中学1年生

A
　「ＳＯＳの出し方に関する教育」の授業を全小学4年生、全中学1年生を対象に実
施した。

　ＤＶ、性暴力や各種ハラスメントなどあらゆる暴力の予防と根絶のほか、生涯を通じた心身の健康づくり支援や男女共同参画の視点での防災・減災体制づくりなどを行
い、多様性を認め合いながら、誰もが安心して暮らせる環境づくりをめざします。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

25

ＤＶ・ストーカー
などに関する正
しい知識の普及
啓発

ＤＶ・ストーカーなどを許さない
意識づくりのための、情報提
供を行う。
また、学習会などを開催し、知
識の普及啓発を図る。

広報おかや、ホームページ等でDV・ストーカーなどを許さな
い意識づくりのための情報提供を広く周知する。
また、「女性に対する暴力をなくす運動」時に啓発パネル展示
を行い、啓発を図る。

【DV意識啓発・自己点検】
DVに関する知識の普及啓発のため、ＤVの詳しい定義等に
ついての意識啓発やセルフチェックを行う。

高齢者虐待防止、高齢者の権利擁護の出前講座を開催し、
権利擁護の啓発を図る。
・出前講座（高齢者の権利擁護）の開催

園だより等の発行を通じて、必要な情報発信を行うほか、保
護者に対しては、園長や保育士による日常的なコミュニケー
ションをとり、啓発を行う。
また、各保育園の行事予定に組みいれ、保護者会との協働
により多くの保護者に参加していただく。

困ったこと、悩みを打ち明けることの大切さを学ぶため、
「SOSの出し方に関する教育」授業を行う。

24

男女がともに担
う地域活動の促
進

地域における、慣習やしきた
りによる固定的な性別役割分
担意識の解消に関する意識
啓発や情報提供を行う。

地域のなかで、慣習やしきたりによる固定的な性別役割分担
意識の解消に関する意識啓発のため、国や県からの情報等
を広報おかや、ホームページ等で広く周知し、啓発活動を推
進する。
　・男女共同参画週間（6月23日～29日）
　・女性に対する暴力をなくす運動（11月12日～25日）
　・国や県事業等

市長定例記者会見や広報おかや、市政懇談会などを活用し
て男女がともに担う地域活動を推進する。

【基本目標３】　安全で安心して暮らせる環境づくり



地域創生推進課

女性のための相談
年１２回

A

　毎月「女性のための相談」事業を実施し、女性が抱えているさまざまな悩みに寄
り添った。また、庁内関係課と連携を図りながら、相談体制の充実を図った。
　　・開催日数：１２日間（毎月第３火曜日）
　　・利用延数：延べ１７人

社会福祉課

母子父子相談員１
人
女性相談員１人 A

　ひとり親家庭等相談事業による相談件数のうち、家庭紛争（ＤＶ）に関する相談件
数は１１件

介護福祉課

研修会への参加、
年２回

A
高齢者虐待対応にあたる担当者が長野県主催の「市町村職員高齢者虐待研修会
（現地・オンライン）に３回参加した。

子ども課

年1回以上参加

A
　相談員のスキル向上のための研修会に参加した。
　関係機関との連携を図りながら、虐待防止、早期発見・早期対応を行っている。

教育総務課

相談員２名

A 　子ども課家庭児童相談員（2名）と連携し、相談への対応を行った。

②各種ハラスメント防止に向けた啓発の推進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

随時情報提供

B
地域や保護者会、各種団体等が主催する研修会において、男女共同参画への関
心と理解を深めるための情報を提供したが、学習会への講師派遣は実施できな
かった。

工業振興課

巡回労働相談
　　　　　　4回

A ・巡回労働相談実績　4回

商業観光課

年間を通じて実施

A
　商工会議所と連携して、国や県等が実施する研修会等について、チラシやパンフ
レットの配布や配架を行った。

農林水産課

年間を通じて実施

B
　ハラスメントの防止に向けた広報・周知は行えなかったが、就農者からの相談は
なかった。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

27

ハラスメントの防
止に向けた広
報・啓発活動の
推進

セクハラやマタハラなどの各
種ハラスメントの防止に向け、
事業所などに対し、情報提供
などを実施する。
また、事業所などの学習会へ
講師派遣を行う。

セクハラやマタハラなどの各種ハラスメントの防止に向け、事
業所などに対して、国・県等からの情報を提供する。
また、出張フォーラム等を活用しながらハラスメントについて
の学習の機会が持てるよう、講師の派遣を行う。

「働きやすい職場づくり応援補助金」の利用促進を図り、職場
内における各種ハラスメント防止など女性の働きやすい職場
環境に資する企業の取り組みを支援する。
南信労政事務所との共催により「巡回労働相談」として相談
窓口を設置する。
チラシ・パンフレット等により効果的に周知を行う。

国・県等が実施する施策や研修会、関係団体が行う研修会
について、岡谷商工会議所と連携しながら商業者向けの情
報提供やチラシ・パンフレット等を設置し、周知・啓発を実施
する。

事業所や各種団体等へ相談制度等の広報・周知を行う。

26

相談体制の充実 ＤＶ・ストーカーなどの相談に
対応するため、相談員のスキ
ルの向上を図り、相談機能の
充実を図る。
また、被害者への対応を迅速
に行うことができるよう、県女
性相談員・警察・医療機関な
ど関係機関との連携強化を図
る。

【女性のための相談事業】
　庁内に女性相談員を配置し各課相談担当と連携し相談機
能の充実を図る。また、県女性相談員、警察、医療機関をは
じめとする関係機関と連携を図る。
　女性カウンセラーによる相談事業を実施し、気軽に相談で
きる体制とする。
　県が主催する学習会に参加し、DV・ストーカーなどの相談
に対応するためのスキルの向上を図る。

【DV相談体制強化】
増加傾向にあるＤＶなどの対応のため、、県女性相談セン
ターなどの関係機関とスムーズな連携を図り、女性相談員に
よる身近で継続的な支援を行う。

県の開催する虐待対応研修に参加し、相談対応のスキル
アップ、対応の基礎知識と実践力の向上を図る。
・担当職員の高齢者虐待対応現任者標準研修会への参加

相談員のスキル向上のための研修会に参加する。
要保護児童対策地域協議会や家庭児童相談専用電話など
を活用して、関係機関との連携を図りながら、虐待防止、早
期発見・早期対応を行う。

庁内各相談担当と連携し、相談機能の充実を図る。

10ページ
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③若年層に対する予防啓発の推進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

パネル等展示
年１回以上

A

女性に対する暴力をなくす運動にあわせ、パネル（デートDV）展示を行った。また、
旧庁舎をパープルライトアップし、啓発に努めた。
　・展示期間：11/17～11/30　　場所：　カルチャーセンターロビー
　　・旧庁舎パープルライトアップ

教育総務課

全校実施

A 　小中学校で、情報教育委員会によるネットモラル等の指導を行った。

生涯学習課

1回

A

　長野県警察本部サイバー犯罪捜査課による、青少年のインターネット被害の現
状や被害防止対策等についての講演後、その内容を踏まえ、各所属団体における
現状や課題等の意見交換を行い、情報共有を図った。
　　・1回　22人

29

性に関する有害
環境の改善

有害図書や、有害サイト、動
画などの性に関する有害環
境の浄化活動を支援する。

生涯学習課

50回　延べ100人

B
　地域ぐるみで青少年を見守り育て非行を防止する環境づくりを推進する店舗を
「青少年健全育成協力店」とし、市内店舗に協力依頼を行った。
　　・41回　延べ110人

施策３-２　生涯を通じた健康支援

①ライフステージに応じた健康の包括的支援

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

医療保険課

受診率目標値
50％

B
特定健診は市内実施医療機関での個別健診、年４回の休日健診を計画通り実施
した。
特定健診受診率　39.1％（12月での暫定数値）

健康推進課

妊婦1人に対し
14回の受診券交付

産婦1人に対し
2回の受診券交付

A

　母子健康診査事業、検診推進事業については、感染症対策を講じた上で実施し
た。
　　・妊婦健診受診券交付数：228件
　　・産婦健診受診券交付数：228件

31

健康づくり意識
の普及啓発

健康ポイント制度を通じて、健
康づくりの意識啓発を図る。

健康推進課

年1回啓発チラシ全
戸配布

A
　がん検診の案内として作成する保健事業日程表（全戸配布）へ健康ポイントにつ
いて掲載することにより、周知を図るほか、同様の内容をホームページに掲載する
など周知啓発を実施した。

【健康ポイント事業】
市民の健康づくりや健康意識の啓発を図るため、健康増進
事業のほか、各種事業等への参加者にオカヤペイのポイント
引換券を配布して、加盟店等でポイント付与を行う。

【岡谷市少年愛護協議会】
少年愛護委員の活動のひとつとして、有害環境チェック活動
を実施しているが、実店舗に対する活動に加え、メディアにお
ける危険性について、協議会内で情報共有し、啓発につなげ
る。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

30

各種健康事業の
充実及び受診率
の向上

妊産婦健診、がん検診、特定
健診、その他ライフステージ
に応じた健診体制の充実を図
り、健康づくりを推進する。
特に、女性特有の子宮頸が
ん・乳がん検診について、受
診率の向上を図る。

【岡谷市国民健康保険特定健康診査】
４０歳から７４歳の岡谷市国民健康保険加入者を対象に、６
月から１１月の間に市内実施医療機関、または年４回の休日
健診において、腹囲・身体・血圧測定、尿検査、採血の特定
健診等や人間ドックを受けていただき、生活習慣病の発症や
重症化を未然に防ぐとともに、特定保健指導で健診結果を説
明し、自身の健康状態やリスクを知り、生活習慣の改善に取
り組めるよう支援を行うことで、医療費の抑制につなげる。さ
らに、休日健診の全回において歯科健診もセットで実施し、
口腔内の健康状態を知ってもらう機会とする。

【母子健康診査事業】（妊婦一般健康診査事業、産婦健康診
査事業）
妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進を図るため、疾病の早
期発見のための健康診査を行うとともに、必要な保健指導を
行う。
【検診推進事業】（基本健康診査、がん検診、後期高齢者健
康診査）
基本健康診査、がん検診、後期高齢者健康診査等各種健診
を行い、疾病の予防、早期発見、早期治療の促進に努める。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

28

デートＤＶ防止教
育の推進

若年層、特に中高生に対する
デートDVに関する学習の機
会を提供する。

若年層、特に中高生に対するデートDVに関する学習の機会
を提供し、予防啓発を推進する。
県が主催する講座等を周知、チラシやリーフレットを配布す
る。

情報教育の中でメディアの適切な使用やネット犯罪の危険性
について指導を行う。

【岡谷市青少年問題協議会】
青少年の健全育成に取り組む団体の長やＰＴＡ連合会の代
表、高校の校長等が集まり、青少年の直面する課題につい
て協議し、必要な啓発を行うための方策を決定する。
また、共通の課題として認識を共有し、さまざまな立場からの
意見を反映した啓発を行う。



健康推進課

全中学3年生

A

　助産師等を講師に、「命の大切さ」「男女の心身の仕組みの違い」「性感染症の予
防」等の健康教育を実施した。
　　・対象：市内4中学校3年生
　　・実施回数：4回　延参加者数：364人

教育総務課

全中学校

A
　健康推進課等と連携し、時代に即した思春期教育のあり方を模索、実践するた
め、各小中学校で、男女の性差を正しく理解し、互いを尊重しあえる教育の推進に
努めた。

②妊娠・出産・育児に関する支援の充実

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

33

妊産婦に対する
健康支援、相談
体制の充実

安心して子どもを産み育てる
ことができるよう、妊産婦健
診・健康教育・妊産婦訪問指
導・相談体制の充実だけでな
く、妊産婦への支援プラン作
成及び支援体制の構築を図
る。
また、ライフステージに応じた
女性の健康づくりの情報提供
を図る。

健康推進課

産後ケア（宿泊型・
通所型）利用者
10人

A
　安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠から出産、子育てまで切れ目
ない支援を行った。
　　・産後ケア事業利用者　宿泊型：14人　通所型：10人　延べ利用日数：68日

子ども課

365日相談対応

A
　こども家庭センター”まゆっこベースおかや”を子ども課内に新設し、相談支援体
制の強化を図った。関係部署等と連携し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない
支援を行っている。

健康推進課

心理相談
1歳6か月児健診
12回
2歳にこにこ教室
14回
3歳児健診12回

A

・1歳6か月児健診心理相談：11回
・2歳児にこにこ教室心理相談：14回
・3歳児健診心理相談：12回
・各種健診・相談、訪問等感染対策を講じながら実施した。育児不安等ある場合
は、心理相談を紹介し、育児不安の軽減につなげた。

教育総務課

相談員２名

A 　専門カウンセラーが、保護者からの相談にも対応した。

施策３-３　安心して暮らせる環境整備

①ひとり親家庭の支援の充実

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

医療保険課

受診件数
12,443件

B
　受給対象者は減少傾向にあるが、担当課により認定を受けたひとり親家庭に対
して医療費の助成を行った。
受診件数：11,653件

社会福祉課

随時

A
【児童扶養手当】
　　・支給延べ世帯数　３，５３１世帯
　　・支給合計額　１４４，１７４，８６０円

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

35

ひとり親家庭に対
する経済的支援

ひとり親家庭の生活の安定と自
立促進、健康保持を図るため、児
童扶養手当の支給や医療費助
成などの経済的支援を行う。

【岡谷市福祉医療費給付金制度】
母子・父子家庭で、１８歳未満の子どもを扶養している親とそ
の子どもの自己負担した医療費（保険診療分）のうちの一部
を市が負担する制度を活用し、療養の給付を医療機関等か
ら受けた時に福祉医療費給付金を支給することにより、早期
適切な受療と医療費の家計への負担軽減を図る。引続き、１
８歳までの子どもに対しては現物給付方式（自己負担金を支
払うことで医療を受けることができる制度）により、更なる経
済的負担を軽減する。

【児童扶養手当支給】
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭
等に手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定と自立促進、
健康保持を図る。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

【こども家庭センター事業、母子保健事業】（①妊婦一般健康
診査事業、②産婦健康診査事業、③産後ケア事業、④母子
訪問事業、⑤女性の健康づくり推進事業、⑥出産・子育て応
援事業）
安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠から出
産、子育てまで切れ目ない支援を行う。また、女性のライフス
テージに応じた健康課題に対応する。

34

子育ての包括的
支援

両親、特に母親の育児不安を
軽減するため、訪問指導、乳
幼児健診、育児相談、子育て
支援サービスなどを充実さ
せ、妊娠期から子育て期まで
切れ目ない支援を行う。

関係部署や関係機関と連携し、妊娠期から子育て期まで切
れ目ない支援を行う。

【こども家庭センター事業、母子保健事業】
母子保健法に基づく妊産婦健康診査、乳幼児健康診査、母
子訪問指導、及び各種教室等を実施し、母性及び乳幼児の
健康の保持増進を図る。

子どもたちが学び、成長する過程の中で生じる様々な困難や
課題等に対しての相談を受け付け、各機関と連携し個々の
状況に応じた助言や指導を行う。

32

適切な性教育の
推進

学習指導要領に基づき、発達
段階に応じて、心のつながり
や命の尊厳を重視した適切な
性教育を推進する。
また、妊娠前の健やかな生活
習慣や命を大切にするための
情報提供を行う。

【思春期健康教育事業】
身体的・精神的に成長する時期である中学生を対象に、生命
の誕生や男女の心身の仕組みの違い等について正しい情報
を伝えることで、自分や他者の身体や心を大切にする意識を
持つことができるようにする。また、健康に関する正しい情報
を伝えることで、自ら健康な生活を守っていく意識を持つこと
ができるようにする。
母性や父性の育成、望まない妊娠や性感染症の予防などの
ため、健康推進課と連携を図り、思春期の中学生を対象とし
た正しい性教育を実施する。
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36

ひとり親家庭の自
立・就労支援

ひとり親家庭の就労を支援する
ため、関係機関と連携し、必要な
知識や資格修得への支援を行
う。また、母子・父子自立支援員
により就労などに関する相談等
の自立支援を行う。
民生委員、児童委員による見守
り活動を実施し、経済的な理由な
どで孤立する人の把握に努め、
必要に応じて行政や関係機関に
つなぐなど、自立した日常生活を
営むための支援を行う。

社会福祉課

・ひとり親相談員
　  　　　1名配置

・随時

・年４回程度配信
・中学生３名・小学
生４名程度の支援
を実施

A

　子育て中のひとり親に対する各種支援を実施した。また、教育委員会が主催する
「おかや子ども未来塾」との連携により、ひとり親を含む児童の学習支援と家庭へ
の指導、助言を行った。

【ひとり親家庭等相談事業】
　　・相談件数　６８５件

②性の多様性の理解と尊重

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

随時情報提供

A

地域や保護者会、各種団体等が主催する研修会にて、出張フォーラムを活用して
もらい、男女共同参画への関心と理解を深めてもらった。
　長野県でR５・8月より実施している「パートナーシップ届出制度」について、広報等
で周知し、理解を深めた。

健康推進課

全中学3年生

A
　助産師を講師に、多様な性に対する理解を深めるための健康教育を実施した。
　　・対象：市内4中学校3年生
　　・実施回数：4回　延参加者数：364人

教育総務課

全小中学校

A 　各小中学校で互いを尊重しあえるよう、人権教育を推進した。

生涯学習課

1回　20人

C 　性の多様性に対する理解を深めるための講座は開催できなかった。

子育て中のひとり親の自立に向けた各種支援を行う。
・児童扶養手当による生活支援、資格取得・就労に関する相
談等の自立支援の実施。
・専門員による相談のほか、他の専門相談機関との連携によ
る総合的な相談体制の提供。
・メールマガジンなどによるひとり親家庭向けの各種情報発
信。
・岡谷子ども未来塾との連携による、ひとり親世帯における児
童の学習支援、並びに家庭への指導・助言を行う「子どもの
生活・学習支援事業」を新規に実施する。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

37

性的指向、性自
認に関する理解
を深めるための
啓発、学習機会
の提供

性的指向、性自認などの多様
な性に対する理解を深めるた
めの啓発や学習機会を提供
する。

性的マイノリティ（性的指向、性自認など多様な性）に対する
理解を深めるため、長野県パートナーシップ届出ホームペー
ジ等で啓発を図る。

【思春期健康教育事業】
性的指向、性自認などの多様な性に対する理解を深めるた
めの啓発や学習機会を提供する。

互いを尊重しあえるよう、人権教育を推進する。

【人権教育一般講座】
カルチャーセンターと３公民館で開催される子育て支援学級・いち
い学級の講座の中や、社会教育関係団体を対象とした研修会を通
して、多様な性といった部分を含めた人権に対する理解を深める機
会を設け、多様な性への理解を深め、人権感覚の育成を図る。

～ 子ども達が考える「男女共同参画社会づくり」のポスターです ～



③高齢者・障がい者の社会参画支援

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

社会福祉課

21区

A

　地域で抱える様々な課題の解決に向け、ともに解決していく体制整備・機能強化
のため、岡谷市地域福祉ネットワーク会議を開催した。
　　・第１回　令和７年１月３０日

介護福祉課

生きがいデイサー
ビス事業登録者数
　　　500人以上

ボランティア活動を
行う団体又は個人
5団体（個人）

B

シルバー人材センターへの補助金を交付した。
　地域包括支援センターにおいて総合相談を行った。
　生きがいデイサービスは　市内の公会所等２５箇所にて実施した。
　　　・実施回数　１，５５０回　延べ参加者数８，８５２人
　　　・登録者数　５４７人
　ボランティア活動を行う団体又は個人　２団体

ｽﾎﾟｰﾂ振興課

年間延利用者数
100人

A

　シニアスポーツデーを4月、7月、10月、1月に1回ずつ年4回開催し、市内外問わ
ず65才以上のシニアを対象に、施設の一部を無料開放するとともに、体力測定及
び指定管理者による「はつらつ運動体操教室」を実施した。また、今年度から65才
未満の付き添いの参加も促した。
　体力測定には、男性14人、女性14人、合計28人、はつらつ運動教室は、男性9
人、女性19人、合計28人の参加があった。
　シニアスポーツデー全体では、男性46人、女性52人、合計98人の利用があった。
うち、市外からの参加者は2人、初めて本体育館を利用した人は15人（項目の重複
あり）、65才未満の付き添いは1人であった。
　体力測定は、スポーツ推進委員の協力も得ながら行い、自身の体力を数値で把
握できることから、継続的な健康管理につなげている。
　はつらつ運動教室では、椅子に腰かけたままできる筋力アップトレーニングやスト
レッチを行い、自宅でも取り組める運動を学ぶ機会となり、シニア世代の健康促進
につなげている。
　各自、スポーツに親しむ姿が見られ、シニア世代の運動促進が図られた。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

38

高齢者や障がい
者の社会参加の
支援

地域社会で高齢者・障がい者
がいきいきと生活できるよう、
健康支援（介護予防など）、交
流の場・就労情報の提供・支
援を行う。

区長等と意見交換を行い、地域で抱えるさまざまな課題の解
決を図ることを目的に設置された地域サポートセンターの体
制整備・機能強化に取り組む。また、岡谷市地域福祉ネット
ワーク会議を活用し、サポートセンター、地区社会福祉協議
会等の間で情報共有を行い、意識の向上に努める。
障がい者がいきいきと生活できるような支援については、自
立支援介護給付を基本とした、障がい者福祉の各種事業に
より支援する。

・高齢者への就労支援
生きがいの創出と社会参加の機会拡大を図るため、シル
バー人材センターへの活動支援を行う。
・高齢者の相談窓口の充実と、介護、福祉に関する情報提
供、地域包括支援センターによる総合相談
・介護予防の一環として、地域の支えあいを基本に、家に閉
じこもりがちな高齢者の生きがいづくりを図る。
生きがいデイサービス事業の実施
・地域支え合い型移動支援補助事業
・地域住民が主体となりボランティアで実施する高齢者の通
いの場等への移動支援活動に対して、利用者の安全・安心
を確保するため、保険料を補助することで、ボランティア活動
としての移動支援の取り組みを広げ、担い手となる方の社会
参加につなげる。

【元気いきいき　岡谷シニアスポーツデー】
　シニア世代の方が、健康で生きがいのある日常生活を送れ
るよう今年度も継続して、4月、7月、10月、1月の第3木曜日
を市内外の65歳以上のシニアを対象に市民総合体育館の一
部を無料開放する「シニアスポーツデー」を年4回実施する。
　当日、希望者を対象に「体力測定」を実施し、自身の体力、
運動能力を数値により把握することで、継続的な健康管理を
行い、シニア世代の運動促進につなげる。
　また、指定管理者のスポーツトレーナーによるシニア向け
のスポーツ教室を開催し、すでにスポーツに取り組んでいる
方に加え、これから始めたい方等についても気軽に運動、ス
ポーツに取り組める環境を整備する。
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企画課

随時

A 　施設整備等に際して、ユニバーサルデザインへの配意を行った。

社会福祉課

年1回

A
　バリアフリーガイドマップの内容を最新の状況に更新した。
障がい者等用駐車場の利用のできる方を明確にすることで、真に駐車場を必要と
する方が利用しやすいよう周知を図った。

介護福祉課

随時

送迎の利用者
50名 A

・介護予防住宅改修（いきいき生活支援サービス事業）の利用　０件
・支え合い移動支援　延べ７３４人
・介護保険における住宅改修　延べ３２４件（介護保険）
・介護保険における福祉用具販売　延べ２８７件（介護保険）

商業観光課

年間を通じて実施

A
　安全安心に利用いただけるよう、公共施設の適正管理と公共バスの適正運行に
努めた。

都市計画課

随時

A
　各種公共施設や道路、住宅などの整備・改修工事等において、「高齢者、障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）」の規定に配慮した設
計を行った。

④各種相談体制の充実

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

地域創生推進課

女性のための相談
年12回

A

　毎月「女性のための相談」事業を実施し、女性が抱えているさまざまな悩みに寄
り添った。また、庁内関係課と連携を図りながら、相談体制の充実を図った。
　　・開催日数：１２日間（毎月第３火曜日）
　　・利用延数：延べ17人

社会福祉課

開催日：
6/3､9/4､12/4､3/5

A 　　6/3､9/4､12/4､3/5実施　相談者数　計1件

介護福祉課

無料法律相談
　　　月１回

B

・高齢者のための司法書士による無料法律相談
　８回実施（相談者が無く４回は中止）
・高齢者虐待に関する相談　延べ１７８件
・成年後見制度利用に関する相談　１１件
・認知症サポーター養成講座　１４回実施

子ども課

年間４園程度実施

A
　人権擁護委員により、紙芝居・手品等を取り入れた啓発活動を実施し、意識の向
上を図れた。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

40

人権侵害に関す
る相談体制の充
実

差別や虐待などの人権侵害
に関する悩みを持った人を支
援するため、関係課で連携を
図り、相談体制の充実を図
る。

【女性のための相談】
差別や虐待などの人権侵害に関する悩みを持った人を支援
するため、庁内の相談体制に加え、外部カウンセラーによる
相談を実施し、相談体制の強化を図る。
県が主催する講座に参加し、相談業務に活用してもらう。

【人権相談】
特設の人権相談所及び自宅での人権相談を行い､人権擁護
を図る｡
開催場所：諏訪湖ハイツ

地域包括支援センターでは高齢者の権利擁護の周知ととも
に、相談体制の充実を図る。
・高齢者のための司法書士による無料法律相談（毎月１回）
・高齢者虐待に関する相談（随時）
・成年後見制度利用に関する相談（随時）
・認知症サポーター養成講座（依頼に応じ実施）

希望保育園に対して、人権擁護委員による紙芝居・手品等を
取り入れた啓発活動を実施する。

39

高齢者や障がい
者にやさしいま
ちづくり

高齢者・障がい者の安全・安
心な生活環境の確保、社会
的自立及び社会参画を推進
するため、各種公共施設や道
路、住宅などの整備やバリア
フリー化を推進する。

岡谷市公共施設等総合管理計画に基づき、ユニバーサルデ
ザイン2020行動計画におけるユニバーサルデザインのまち
づくりの考え方を踏まえ、誰もが利用しやすいユニバーサル
デザインに対応した施設整備を推進する。

障がい者の生活環境の確保等については、　「おかやバリア
フリーガイドマップ」の更新等を通じ、利便性の向上を目指す
他、パーキングパーミット制度の周知・啓発、駐車スペースの
確保などに取り組み、バリアフリーに対する市民の意識啓発
を図る。

高齢者の身体状況（自立、介護認定の有無）や所得要件等
により定められている住宅改修の制度を活用し、安心して生
活できる環境を確保する。
・介護予防住宅改修（いきいき生活支援サービス事業）の利
用
・介護保険における住宅改修及び福祉用具購入の利用
・地域支え合い型移動支援補助事業
　自らの移動手段が無く、外出が億劫になっている高齢者の
移動手段を確保することで、外出を促し、フレイル予防につな
げる。ボランティアの送迎に対し、保険加入をすることで利用
について安全安心を確保するため、地域住民が主体となりボ
ランティアで実施する高齢者の通いの場等への移動支援活
動に対して、利用者の安全・安心を確保するため、保険料を
補助する。

多くの市民が安心してまちなかに足を運べるよう、公共施設
（イルフプラザ、アミューズメント施設など）の適正管理と公共
バスの利便性向上に取り組む。

各種公共施設や道路、住宅などの整備・改修工事等におい
て、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律（バリアフリー法）」の規定に配慮した設計を行う。



施策３-４　女性の視点を反映した防災・減災力の向上

①防災・減災活動における男女共同参画の推進

No 具体的施策 取り組み内容 担当課 数値目標
（回数・延人数等）

達成状況
R06実施内容

（計画に基づき、実施した内容を具体的に記載、未実施の場合は理由を記載）

危機管理室

随時

A
・地域防災計画に「女性の参画」について規定している。
・岡谷市防災訓練において、岡谷市避難所開設・運営マニュアルに基づく、女性に
配慮した避難所の設営訓練の実施

消防課

全分団へ最低２人
女性団員を採用す
る
合計　３９人

B

・消防操法大会並びに消防ラッパ吹奏大会
・消防出初式及び成人式
・春の火災予防運動
・R7.3.31現在　２９人※うち副分団長１人、部長２人、班長４人

42

多様な視点での
防災・減災体制
の充実

すべての人が安全で安心して
避難できるように区・自主防
災組織などによる避難所運営
体制の構築、避難所運営に
関する学習機会の提供を行
う。
また、地域における男女共同
参画の視点に立った避難所を
運営のための支援を行う。

危機管理室

出前講座
10回350人

A

・避難所開設・運営マニュアルに基づく体制の整備を規定している。
　各施設で計画できるよう「避難所開設・運営マニュアルガイドライン」を作成、ＨＰ
で公表している。
・マニュアル中に女性への配慮について規定し、地域連絡員に女性を任命した。
・避難所にパーテンション、簡易テントを配備し、有事の際のプライバシー保護の確
立に務めるよう、防災訓練などを通じて周知している。
・出前講座を実施した。６回　４０４人

各避難所において作成する避難所開設運営マニュアルに基
づく体制整備への支援を行う。
出前講座等において、女性の参画や男女のニーズの違い等
を含めた内容の講座を多く開催し、市民の防災意識啓発を
推進する。
自主防災組織の役員に多くの女性を起用を促し、女性に配
慮した防災組織の運営につなげる。

R06年度事業計画
（事業名・事業内容・事業のねらい）

41

女性の防災・減
災活動への参画
推進

女性の視点を反映した防災・
減災活動を行うため、女性の
視点からの防災ブックなどの
作成、防災訓練への参加を呼
びかけます。
消防団や自主防災組織にお
ける女性参画の働きかけなど
を行う。

災害対策基本法等の改正や県地域防災計画の修正と整合
を図りながら、男女共同参画の視点を取り入れた市の地域
防災計画や各種計画、マニュアルの修正を引き続き実施す
る。
「岡谷市避難所開設・運営マニュアルガイドライン」を各避難
所が訓練時に活用及び検証することを推進する。
女性の防災訓練参加を促進する。

【女性団員登用推進】
各行事等において、加入促進活動を実施する。

それぞれの人権を尊重し、性別にかかわることなく、

誰もが能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向けて

～ 認め合い ともに輝く おかや ～

を目指し、身近なところから、自分ができることを実践してみましょう。
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